
○
内
閣
府
令
第

号

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
六
十
二
条

の
十
二
、
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関

す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

1



の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。

2



改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
資
金
移
動
業
」
、
「
資
金
移
動
業
者
」
、
「
電

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
資
金
移
動
業
」
、
「
資
金
移
動
業
者
」
、
「
電

子
決
済
手
段
」
、
「
物
品
等
」
、
「
通
貨
建
資
産
」
、
「
有
価
証
券
」
、
「
特

子
決
済
手
段
」
、
「
物
品
等
」
、
「
通
貨
建
資
産
」
、
「
特
定
信
託
受
益
権
」

定
信
託
受
益
権
」
、
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
」
、
「
電
子
決
済
手
段
の
交

、
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
」
、
「
電
子
決
済
手
段
の
交
換
等
」
、
「
電
子

換
等
」
、
「
電
子
決
済
手
段
の
管
理
」
、
「
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
」
、
「

決
済
手
段
の
管
理
」
、
「
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
」
、
「
電
子
決
済
手
段
等

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
、
「
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
、
「

取
引
業
者
」
、
「
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
、
「
認
定
資
金
決
済
事

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
」
、
「
指
定
紛
争
解
決
機
関
」
、
「
信
託
会
社
等

業
者
協
会
」
、
「
指
定
紛
争
解
決
機
関
」
、
「
信
託
会
社
等
」
、
「
特
定
信
託

」
、
「
特
定
信
託
会
社
」
、
「
銀
行
等
」
又
は
「
銀
行
法
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ

会
社
」
、
「
銀
行
等
」
又
は
「
銀
行
法
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関

れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
、
資

資
金
移
動
業
、
資
金
移
動
業
者
、
電
子
決
済
手
段
、
物
品
等
、
通
貨
建
資
産
、

金
移
動
業
者
、
電
子
決
済
手
段
、
物
品
等
、
通
貨
建
資
産
、
特
定
信
託
受
益
権

有
価
証
券
、
特
定
信
託
受
益
権
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
、
電
子
決
済
手
段

、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
、
電
子
決
済
手
段
の
交
換
等
、
電
子
決
済
手
段
の

の
交
換
等
、
電
子
決
済
手
段
の
管
理
、
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
、
電
子
決
済

管
理
、
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
、
外
国
電
子

手
段
等
取
引
業
者
、
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
、
認
定
資
金
決
済
事
業

決
済
手
段
等
取
引
業
者
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
、
指
定
紛
争
解
決
機
関

者
協
会
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
、
信
託
会
社
等
、
特
定
信
託
会
社
、
銀
行
等
又

、
信
託
会
社
等
、
特
定
信
託
会
社
、
銀
行
等
又
は
銀
行
法
等
を
い
う
。

は
銀
行
法
等
を
い
う
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
電
子
決
済
手
段
の
範
囲
）

（
電
子
決
済
手
段
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
、
電
子
記
録
債
権
法

第
二
条

法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
、
電
子
記
録
債
権
法

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
債
権

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
債
権

3



又
は
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
に
類
す
る
も
の
と
し
て

又
は
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
に
類
す
る
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
対
価
を
得
な
い
で
発
行
さ
れ
る
財
産
的
価
値
で

あ
っ
て
、
当
該
財
産
的
価
値
を
発
行
す
る
者
又
は
当
該
発
行
す
る
者
が
指
定
す

る
者
か
ら
物
品
等
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受

け
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
提
示
、
交
付
、
通
知
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

対
価
を
得
な
い
で
発
行
さ
れ
る
財
産
的
価
値
で
あ
っ
て
、
当
該
財
産
的
価

［
号
を
加
え
る
。
］

値
を
発
行
す
る
者
又
は
当
該
発
行
す
る
者
が
指
定
す
る
者
か
ら
物
品
等
を
購

入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
、
こ
れ

ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
提
示
、
交
付
、
通
知
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二

信
託
の
受
益
権
（
有
価
証
券
又
は
特
定
信
託
受
益
権
に
該
当
す
る
も
の
を

［
号
を
加
え
る
。
］

除
く
。
）

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

３

法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
物
品

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

等
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
、

こ
れ
ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
及
び
売
却
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
範
囲
、
利
用
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
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も
の
と
す
る
。

一

外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
法
、
銀
行
法
等
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の

［
号
を
加
え
る
。
］

兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
又
は
信
託
業
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く

信
託
の
受
益
権
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
に
表
示
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
（
法
第
二
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

法
又
は
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
と
同
等
と
認
め

ら
れ
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
の
登
録
若
し
く
は

銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
と
同
等
の
登
録
若
し
く
は
免
許
（
当
該
登

録
又
は
免
許
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
、
又
は

法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
等
の
届
出
を
し
、

当
該
受
益
権
を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
（
当
該
外
国
の
法
令

に
基
づ
き
、
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
金
融
庁
長

官
の
要
請
に
応
じ
て
、
当
該
者
の
監
督
に
関
す
る
報
告
又
は
資
料
を
金
融

庁
長
官
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
監
督
を
受
け
て

い
る
者
に
限
る
。
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
受
益
権
を
発
行
す
る
者
が
当
該
受
益
権
を
償
還
す
る
た
め
に
必
要

な
資
産
を
法
、
銀
行
法
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法

律
又
は
信
託
業
法
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
管

理
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
受
益
権
の
発

5



行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有

す
る
者
又
は
監
査
法
人
に
相
当
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と

。
ハ

捜
査
機
関
等
か
ら
当
該
受
益
権
に
係
る
取
引
が
詐
欺
等
の
犯
罪
行
為
に

利
用
さ
れ
た
旨
の
情
報
の
提
供
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
受
益
権
を

発
行
す
る
者
に
お
い
て
、
当
該
受
益
権
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行
う
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

信
託
財
産
及
び
当
該
財
産
的
価
値
が
同
一
の
通
貨
建
て
で
あ
る
こ
と
。

二

物
品
等
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る

［
号
を
加
え
る
。
］

場
合
に
、
こ
れ
ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
不
特
定
の
者
に
対
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
不
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し
て
購
入
及
び
売
却
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法

に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
若

し
く
は
第
三
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
当
該
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
、
利
用

状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の

（
電
子
決
済
手
段
の
管
理
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

（
電
子
決
済
手
段
の
管
理
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
四
条

法
第
二
条
第
十
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
四
条

法
第
二
条
第
十
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

信
託
会
社
等
が
信
託
業
法
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法

信
託
会
社
等
が
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
又
は
金
融
機

律
の
規
定
に
基
づ
き
信
託
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
と
し
て
行

関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
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う
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
基
づ
き
信
託
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
と
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
に
関
す
る
特
例
）

（
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

２

令
第
十
九
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に

２

［
同
上
］

掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
に

一

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
長

お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
七

期
信
用
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

条
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免

許
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

［
二
～
七

略
］

［
二
～
七

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
三
十
条

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
は
、
そ
の
行
う
電
子
決
済
手
段
等
取
引

第
三
十
条

［
同
上
］

業
に
関
し
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
電
子

決
済
手
段
等
取
引
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
、
電
子
決
済
手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業

五

［
同
上
］

務
体
制
に
照
ら
し
て
、
外
国
電
子
決
済
手
段
（
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る

法
、
銀
行
法
等
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
又
は
信

7



託
業
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か
を
満
た
さ
な
い
も
の
そ
の
他
の
利
用
者
の
保
護
又
は
電
子
決
済
手
段
等

取
引
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

イ

法
又
は
銀
行
法
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、

イ

法
又
は
銀
行
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十

法
第
三
十
七
条
の
登
録
若
し
く
は
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
と
同
等

七
条
の
登
録
若
し
く
は
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
と
同
等
の
登
録
若

の
登
録
若
し
く
は
免
許
（
当
該
登
録
又
は
免
許
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政

し
く
は
免
許
（
当
該
登
録
又
は
免
許
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含

処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
、
又
は
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

む
。
）
を
受
け
、
又
は
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

よ
る
届
出
と
同
等
の
届
出
を
し
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る

と
同
等
の
届
出
を
し
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
を
業

こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
（
当
該
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
外
国
の
行
政

と
し
て
行
う
者
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
金
融
庁
長
官
の
要
請
に
応
じ
て
、
当

該
者
の
監
督
に
関
す
る
報
告
又
は
資
料
を
金
融
庁
長
官
に
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
監
督
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
に
よ

り
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

ロ

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
銀
行
法
、
金
融
機
関
の
信
託
業

を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
銀
行
法
、
金
融
機
関
の
信
託
業

務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
又
は
信
託
業
法
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国

務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
又
は
信
託
業
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の

の
法
令
の
規
定
に
よ
り
管
理
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
管
理
の
状
況
に
つ

規
定
に
よ
り
管
理
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当

い
て
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
の
発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認

該
外
国
電
子
決
済
手
段
の
発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
の

会
計
士
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
監
査
法
人
に
相
当
す

資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
監
査
法
人
に
相
当
す
る
者
に
よ

る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］
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［
六
～
九

略
］

［
六
～
九

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

10



改

正

後

改

正

前

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
二
条

［
略
］

第
二
十
二
条

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

16

16

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
電
子
決
済
手
段
の
信
託
を
行
う
場
合
に
は

［
同
上
］

17

17

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

電
子
決
済
手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
外
国
電
子

二

［
同
上
］

決
済
手
段
（
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
法
、
信
託
業
法
、
農
業
協
同
組
合

法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
一
号
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
信
用

金
庫
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
労
働
金
庫
法
、
銀
行
法
、
農
林
中
央
金
庫
法

、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
又

は
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
電
子
決
済

手
段
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
も
の
そ
の
他
の
顧
客
の
保
護
又
は

信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

イ

銀
行
法
又
は
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の

イ

銀
行
法
又
は
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規

法
令
の
規
定
に
よ
り
、
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
資
金
決

定
に
よ
り
、
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
資
金
決
済
に
関
す

11



済
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
の
登
録
と
同
等
の
免
許
若
し
く
は
登
録
（

る
法
律
第
三
十
七
条
の
登
録
と
同
等
の
免
許
若
し
く
は
登
録
（
当
該
免
許

当
該
免
許
又
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け

又
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
、
又
は
同

、
又
は
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
等
の
届

法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
等
の
届
出
を
し
、

出
を
し
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
に
よ
り

者
（
当
該
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準

発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ず
る
も
の
（
金
融
庁
長
官
の
要
請
に
応
じ
て
、
当
該
者
の
監
督
に
関
す
る

報
告
又
は
資
料
を
金
融
庁
長
官
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る

。
）
の
監
督
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

ロ

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
信
託
業
法
、
銀
行
法
又
は
資
金

を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
信
託
業
法
、
銀
行
法
又
は
資
金

決
済
に
関
す
る
法
律
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り

決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
管
理
し
て

管
理
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
電
子

お
り
、
か
つ
、
当
該
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

決
済
手
段
の
発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士

の
発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す

二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公

る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
第
四
十
二
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
イ
に

認
会
計
士
を
含
む
。
第
四
十
二
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同

お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
監
査
法
人

じ
。
）
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
監
査
法
人
に
相
当
す

に
相
当
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

18

21

18

21

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
信
託
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

14



改

正

後

改

正

前

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
条

［
略
］

第
四
十
条

［
同
上
］

［
２
～
９

略
］

［
２
～
９

同
上
］

信
託
会
社
は
、
電
子
決
済
手
段
の
信
託
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措

［
同
上
］

10

10

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

電
子
決
済
手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
外
国
電
子

二

［
同
上
］

決
済
手
段
（
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
法
、
兼
営
法
、
農
業
協
同
組
合
法

、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金

融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
信
用
金
庫
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
労
働
金
庫
法

、
銀
行
法
、
農
林
中
央
金
庫
法
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
又
は
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
電
子
決
済
手
段

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
も
の
そ
の
他
の
顧
客
の
保
護
又
は
信
託

業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

イ

銀
行
法
又
は
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の

イ

銀
行
法
又
は
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規

法
令
の
規
定
に
よ
り
、
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
資
金
決

定
に
よ
り
、
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
資
金
決
済
に
関
す

済
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
の
登
録
と
同
等
の
免
許
若
し
く
は
登
録
（

る
法
律
第
三
十
七
条
の
登
録
と
同
等
の
免
許
若
し
く
は
登
録
（
当
該
免
許

15



当
該
免
許
又
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け

又
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
、
又
は
同

、
又
は
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
等
の
届

法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
等
の
届
出
を
し
、

出
を
し
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
に
よ
り

者
（
当
該
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
こ
れ
に
準

発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ず
る
も
の
（
金
融
庁
長
官
の
要
請
に
応
じ
て
、
当
該
者
の
監
督
に
関
す
る

報
告
又
は
資
料
を
金
融
庁
長
官
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る

。
）
の
監
督
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

ロ

当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
を
発
行
す
る
者
が
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段

を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
兼
営
法
、
銀
行
法
又
は
資
金
決

を
償
還
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
を
法
、
兼
営
法
、
銀
行
法
又
は
資
金
決

済
に
関
す
る
法
律
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
管

済
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
管
理
し
て
お

理
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
電
子
決

り
、
か
つ
、
当
該
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
電
子
決
済
手
段
の

済
手
段
の
発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法

発
行
が
行
わ
れ
た
国
に
お
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認

外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
第
四
十
三
条
及
び
第
八
十
条
の
十
一
第
三
項

会
計
士
を
含
む
。
第
四
十
三
条
及
び
第
八
十
条
の
十
一
第
三
項
第
二
号
イ

第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
又

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
に
相
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
監
査
法

は
監
査
法
人
に
相
当
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

人
に
相
当
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

11

14

11

14

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。

17



改

正

後

改

正

前

（
有
価
証
券
と
み
な
さ
な
く
て
も
公
益
等
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い

（
有
価
証
券
と
み
な
さ
な
く
て
も
公
益
等
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
）

と
認
め
ら
れ
る
も
の
）

第
四
条
の
二

［
略
］

第
四
条
の
二

［
同
上
］

２

令
第
一
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
決

［
項
を
加
え
る
。
］

済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号

）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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